
村報とつかわ 
むらづくりのキャッチフレーズ  「心身再生の郷」 

【特集】 
P2～P5 気象情報の活用
P6～P10 村の財政状況をお知らせします   
○お知らせ○カメラスケッチ○国民年金○国保だより
○村を元気にするために○人の動き

「絆を深めた1泊2日ジュニアリーダー研修会（キャンプ実習）」

村民憲章 
１．私たちは 歴史と伝統を大切にしましょう 
１．私たちは 美しい自然を守りましょう 
１．私たちは 郷土の文化を高めましょう 
１．私たちは 豊かな人情を育てましょう 
１．私たちは 仕事に誇りを持って働きましょう 

２０１2
№６11 8August.

お買い物ほか「慶弔・お見舞いのお礼」「お中元・お歳暮」「賞品・景品」などに。商品券は右の
マークのあるお店で利用できます。 お問い合わせは 十津川村商工会 ☎0746（62）0132

みんなで村を元気にしよう! お買い物は村内で～「ふれあい共通商品券」
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0時 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時 24時

未明 明け方 朝 昼前
正午

昼頃
午前中 午後

日中 夜

昼過ぎ 夕方 夜の
はじめ頃 夜遅く

　　　　　「一時雨」は、雨が途切れなく降った期間が予報期間の
１/４未満のとき。 「時々雨」は、雨が断続的に降り、その期間が予報
期間の１/２未満のとき。 

現
象
の
切
れ
間
が
お
よ
そ
１
時
間
未

満
の
場
合
を「
連
続
的
」、１
時
間
以

上
の
場
合
を「
断
続
的
」と
い
い
ま
す
。

　
今
回
の「
特
集
」は
、気
象
情
報
を

正
確
に
知
り
、大
雨
へ
の
備
え
や
対

応
を
考
え
、自
ら
の
身
を
災
害
か
ら

守
る
た
め
に
そ
の
活
用
に
つ
い
て
考

え
ま
す
。

（
資
料
・
奈
良
地
方
気
象
台
提
供
）

「
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
よ
う
な
大
雨
」

　

先
月
の
12
日
、活
発
化
し
た
梅
雨
前
線

の
影
響
で
猛
烈
な
雨
が
九
州
北
部
を
襲

い
、土
砂
崩
れ
や
河
川
の
氾
濫
で
多
く
の

方
が
被
災
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、気
象

庁
が「
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
よ
う
な
大
雨
」と
災
害
へ
の
警
戒
を
呼

び
掛
け
た
言
葉
は
、み
な
さ
ん
の
記
憶
に

新
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

気
象
庁
で
は
こ
れ
ま
で
、災
害
に
結
び

つ
く
気
象
現
象
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る

場
合
、雨
量
や
気
圧
配
置
の
解
説
な
ど
詳

し
く
説
明
す
る「
長
文
」で
気
象
情
報
を

発
表
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、昨
年
の
紀
伊
半
島
大
水
害
を

踏
ま
え
、「
長
文
」に
加
え
、記
録
的
な
災
害

の
危
険
性
が
高
ま
っ
て
い
る
場
合
に
は
、「
短

文
」で
災
害
へ
の
危
機
感
を
喚
起
す
る「
記

録
的
な
大
雨
に
関
す
る
気
象
情
報
」の
運
用

が
、６
月
下
旬
か
ら
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　　　　　気象時間は「明日の未明から」や「夜のはじめ頃から」など、１日の時間を８つに分けて表す用語が用
　　　　　いられています。
予報用語

予報用語

特集
特集

豪
雨
に
備
え

気
象
情
報
の

活
用
を
知
る

予報期間
予報の名称と
発表時刻

5時予報

11時予報

17時予報

今 日

1 日 2 日 3 日
5時 11時 17時 24時 24時 24時

24時21時18時15時12時9時6時3時

例：晴れのちくもり夜のはじめ頃一時雨

0時

今 夜 明 日 明後日

明 日 明後日

明 日

今 日今 日

気象庁パンフレットより掲載気象庁パンフレットより掲載
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この程度の雨でも長
く続く時は注意が必
要

災害発生状況

車に乗っていて

屋外の様子 地面一面に水たまりができる

人の受けるイメージ

予報用語

1時間雨量（mm）

道路が川のようにな
る

水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界
が悪くなる

人への影響 地面からの跳ね返り
で足元がぬれる

樹木全体が揺れる

傘がさせない 風に向かって歩けない しっかりと身体を確
保しないと転倒する

ザーザーと降る

やや強い雨

10以上～
20未満

20以上～
30未満

30以上～
50未満

50以上～
80未満 80以上

10以上～
15未満

15以上～
20未満

20以上～
25未満

25以上～
30未満 30以上

強い雨 激しい雨 非常に激しい雨 猛烈な雨

やや強い風 強い風 非常に強い風 猛烈な風

どしゃ降り バケツをひっくり返
したように降る 滝のように降る 恐怖を感じる

特急列車高速道路の自動車一般道路の自動車

～11.3
～50km

～20.0
～70km

～31.3
～90km

～45.0
～110km

45.0～
110km～

傘をさしていてもぬれる 傘は全く役に立たなくなる

側溝や下水、小さな
川があふれ、小規模
の崖崩れが始まる

山崩れ・崖崩れが起
きやすくなり危険地
帯では避難の準備
が必要

ワイパーを速くして
も見づらい 車の運転は危険

車の運転を続けるのは危険な状態となる

小枝が折れる 樹木が根こそぎ倒れはじめる

立っていられない、屋外での行動は危険

高速走行時、車輪と
路面の間に水膜が生
じブレーキが効かな
くなる

マンホールから水が噴
出する
土石流が起こりやすい
多くの災害が発生する

雨による大規模な災
害の発生するおそれ
が強く、厳重な警戒
が必要

取り付けの不完全な
看板やトタン板が飛
び始める

建造物の被害

車に乗っていて

屋外・樹木の様子

人への影響

速さの目安

予報用語

おおよその時速

平均風速（m／秒）

風圧（kg重／m2）

ビニールハウスが壊
れ始める

高速道路で乗用車
が横風に流される感
覚を受ける

高速道路で通常の速度
で運転するのが困難と
なる

鋼製シャッターが壊
れ始める
風で飛ばされた物で
窓ガラスが割れる

ブロック塀が壊れ始
める

屋根が飛ばされた
り、木造住宅の全壊
が始まる

◆雨の強さと降り方

◆風の強さと吹き方

▼村の復興計画　基本理念
□みんなで助け合って＝村を愛し、心を寄せ、助け合おう
□地域の誇りを持って＝誇りある村の再生を実現しよう
□希望を持てる未来＝災害をバネに村の活力を高めよう

約1日程度前
大雨の可能性が
高くなる

半日～数時間前
大雨始まる

強さ増す

数時間前～
2時間程度前

大雨が一層
激しくなる

被害の拡大が
懸念される

大雨に関する気象情報
警報・注意報に先立ち発表

大雨に関する気象情報
雨の状況や予想をその時々に応じて発表

気象台が発表する気象情報

大雨に関する気象情報
刻一刻と変化する大雨の状況を発表

大雨警報（土砂災害） 大雨警報（浸水害） 洪水警報
大雨の期間、予想雨量、警戒を要する事項などを示す

土砂災害警戒情報
土砂災害の危険度がさらに高まった場合に発表

大雨注意報 洪水注意報
警報になる可能性がある場合はその旨記述

大雨の状況
洪　水

市町村の対応例
浸水害土砂災害

◆気象台が発表する気象情報のタイミングや内容、市町村など防災期間の対応例

・注意呼びかけ（防災行政無線など）

・担当職員の連絡態勢確立
・気象情報や雨量の状況を収集

・警戒すべき地域の巡視

・避難場所の準備・開設
・必要地域に避難準備（要援護者避難）情報発令
・応急対応態勢確立

・必要地域に避難勧告発令
・避難呼びかけ
　（防災行政無線・広報車など）
・必要地域に避難指示発令

※土砂災害警戒情報は奈良県と奈良地方気象台が発表する情報です。



奈良県に災害をもたらす台風の特徴
●台風が奈良県に接近する時期
　・７月下旬から10月中旬にかけて接近します。
　・特に８月下旬と９月中旬から下旬にかけて多くなります。
●災害をもたらす台風
　・９月下旬に最も多くなります。
　・九州南部から北東に進みます。
　・四国または紀伊半島の南の海上から北に進みます。

特徴 ①
前線の南下、停滞などに伴う湿った南西の風による大雨

①　紀伊山地に湿った南西の風が吹き付けて雨雲が発生し県内

へ流入。「南西部」に大雨が降ります。

②　和泉山脈沿いに雨雲が発生・流入。「五條・北部吉野」を中心

に大雨が降ります。

③　大阪湾での南西と西よりの風の収束により雨雲が発生。「北

西部」に大雨が降ります。活動の活発な停滞前線が、北部や

付近に停滞するとき、長時間の大雨になることもあります。

特徴 ②
台風や低気圧の接近などに伴う湿った南東の風による大雨

奈良県南部と三重県の県境付近の山脈に、湿った南東の風が吹

き付けることで雨雲が発生し、県内へ流入。南東部を中心に大雨

が降ります。長時間、降り続くことがあります。

※強い南東風が吹く場合や南東風が長く続く場合は、南西部でも

影響が出ることもあります。

特徴 ③
大気の状態が不安定となり、積乱雲が発生。局地的に大雨に

●積乱雲は夏の高気圧に覆われた時に多く発生します。

●海風が紀伊半島の東西から奈良県へ向かって吹き、山地やそ

の他の風の収束するところで積乱雲が発生します。

●通常、降雨は短時間ですが、激しい雨や非常に激しい雨となる

ことも多くあります。

（図1参照）

（図2参照）

（図3参照）

（図1）

（図2）

（図3）

（図1）

（図2）

（図3）
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奈良県に大雨をもたらす気象の特徴

▼村の復興計画　基本理念
□みんなで助け合って＝村を愛し、心を寄せ、助け合おう
□地域の誇りを持って＝誇りある村の再生を実現しよう
□希望を持てる未来＝災害をバネに村の活力を高めよう

▼エアコンの場合　～節電はCO2削減、地球温暖化防止にも貢献できます～
室温28℃を心がける。効果10%
すだれやよしずなどで窓からの日差しを和らげる。効果10%
無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機を使用する。効果50%
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実線は主な経路、破線はそれに準じる経路実線は主な経路、破線はそれに準じる経路

（表現しない）

強い

非常に強い

猛烈な

主要経路

台風の大きさ

台風の月別
主要経路

台風の強さ

台風の大きさ

台風の月別
中心付近の最大風速で決定

平均風速15m/s以上の
強風域の半径で決定

70％の確率で台風の中心が位置すると予想される範囲

平均風速25m/s以上の風が吹いているか、吹く可能性がある範囲

平均風速15m/s以上の風が吹いているか、吹く可能性がある範囲

台風の中心が予報円内に進んだときに、暴風域に入るおそれがある範囲

500km未満

500km以上　800km未満

800km以上

17m/s以上　33m/s未満（17m/s以上の風を伴う熱帯低気圧を台風と呼ぶ）

33m/s以上　44m/s未満

44m/s以上　54m/s未満

54m/s以上

予　報　円

暴　風　域

強　風　域

暴風警戒域

（表現しない）

大型（大きい）

超大型（非常に大きい）

（表現しない）

強 い 台 風

非常に強い台風

猛烈な台風

台風経路図で用いられる用語

台風の強さの表現

台風の大きさの表現

最大風速（10分間平均した値）

風速15m/s以上の平均半径

▼村の復興計画　基本理念
□みんなで助け合って＝村を愛し、心を寄せ、助け合おう
□地域の誇りを持って＝誇りある村の再生を実現しよう
□希望を持てる未来＝災害をバネに村の活力を高めよう

リュックサックなどに入れ、避難しなければならないときに持ち出す「非常持ち出し品」チェック
□飲料水　□食品（カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど）　□貴重品（預金通帳、印鑑現金など）　□救急用品　□ヘルメット、防災ずきん　□軍手　□懐中電灯　　
□衣類（セーター、ジャンパー、下着類）　□毛布　□予備電池　□マッチ、ろうそく　□使い捨てカイロ　□ウェットティッシュ　□サランラップ　□筆記用具

日ごろからの備え

※m/s（メートル毎秒）秒速を表します。
例：15m/sは1秒間に15m、1時間で54km進みます。

大型（大きい）
500km～800km未満

超大型（非常に大きい）
800km以上

温帯低気圧
に変わる

大雨による災害 強風による災害

熱帯低気圧
に変わる

油断は
禁物!
油断は禁物!油断は禁物!
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村
の
財
政
状
況
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

【 発 信 】
財政課・財政係

☎0746（62）0903

み
な
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い
た
大
切
な
税
金
が

住
み
よ
い
村
づ
く
り
に
ど
う
使
わ
れ
た
の
か
、

平
成
23
年
度
の
村
の「
一
般
会
計
」と「
特
別
会
計
」の

決
算
見
込
み
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
一
般
会
計

　
「
一
般
会
計
」は
、福
祉
や
教
育
、道
路
整
備

な
ど
村
の
基
本
的
な
仕
事
を
す
る
た
め
の
予

算
で
、み
な
さ
ん
か
ら
納
付
し
て
い
た
だ
く
村

税
や
国
・
県
か
ら
の
補
て
ん
金
な
ど
が
主
な
財

源
で
す
。

　

平
成
23
年
度
の
一
般
会
計
の
決
算
見
込
み

は
、歳
入（
村
に
入
っ
た
お
金
）が
70
億
２
，２

３
６
万
３
千
円
、歳
出（
村
が
使
っ
た
お
金
）が

65
億
１
６
０
万
１
千
円
で
、差
引
５
億
２
，０

７
６
万
２
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、繰
越
明
許
費
と
し
て
次
年
度
に
繰
り

越
す
財
源
が
４
億
７
，３
７
５
万
５
千
円
あ
る

た
め
、実
質
の
差
引
額
は
、４
，７
０
０
万
７
千

円
と
な
り
ま
し
た
。（
８
〜
９
ペ
ー
ジ
に
記
載
）

●
特
別
会
計

　
「
特
別
会
計
」は
、一
般
会
計
と
違
い
、特

定
の
事
業
を
行
う
た
め
の
予
算
で
、保
険

料
や
使
用
料
な
ど
の
特
定
の
収
入
で
ま
か

な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
23
年
度
の
特
別
会
計
全
体
の
決

算
見
込
み
は
、歳
入
が
23
億
３
，９
５
２

万
４
千
円
、歳
出
が
21
億
９
，５
６
１
万

４
千
円
で
、差
引
１
億
４
，３
９
１
万
円

と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、十
津
川
温
泉
事
業
で
翌
年
度
に

繰
り
越
す
財
源
が
１
，１
２
０
万
円
あ
る

た
め
、全
体
の
実
質
差
引
額
は
、１
億
３

２
７
１
万
円
と
な
り
ま
し
た
。（
７
ペ
ー
ジ

下
段
に
記
載
）

Ｑ予算とはなんですか？
Ａ新年度が始まる前に、１年間（４月から翌年３月ま
で）にどのくらいの収入があるのか、その収入をもとに
してどのような行政サービスを行うかを計画し、その
費用を見積もります。

用語の解説

Ｑ当初予算、補正予算の違いはなんですか？
Ａ最初に決める１年間の予算を「当初予算」、年度途
中の予定外の支出に対応した予算を「補正予算」とい
います。

用語の解説

Ｑ一般会計の歳入で地方消費税交付金とはなんですか？
Ａみなさんが納めた消費税の一部です。地方自治体
に一定の割合で配分されるお金です。

用語の解説

Ｑ一般会計の歳入で国・県支出金とはなんですか？
Ａみなさんが国・県に納めたお金の一部が、特定の目的
を達成するために地方自治体に交付されるお金です。

用語の解説

Ｑ一般会計の歳入で村債とはなんですか？
Ａ事業を行うために、国や金融機関から借り入れるお
金です。

用語の解説

Ｑ予算はどうやって決まるのですか？
Ａ役場の担当部署が、みなさんからの意見や要望を
聴き、１年間の行政サービスを検討します。村長は、
各担当部署の案を予算案としてまとめ、村議会に提案
します。
村民を代表する村議会は、提案された予算案を審議
したうえで、予算の決議を行います。

用語の解説

Ｑ一般会計の歳入で地方交付税とはなんですか？
Ａ地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地
域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できる
ように、国が地方公共団体の財政状況などに応じて配
分するお金です。

用語の解説

Ｑ一般会計の歳入で村税とはなんですか？
Ａみなさんから村に納めていただく税金です。

用語の解説

Ｑ一般会計の歳入で繰入金とはなんですか？
Ａ各種基金（村の貯金）を取り崩してお金を使います。

用語の解説
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Ｑ一般会計の歳入で自主財源と依存財源の違いはな
んですか？
Ａ「自主財源」とは村が自主的に調達できる収入、「依
存財源」とは国や県から交付されたり借り入れたりす
る財源のことです。自主財源の割合が大きいほど自主
的な財政運営ができると言えます。

用語の解説

Ｑ村税にはどのようなものがあるのですか？
Ａ●村民税：みなさんから納めていただく税金です。
●固定資産税：村内に土地・家屋・償却資産を持っ
ている人や会社が納める税金です。
●村たばこ税：たばこの卸売業者などが村内の小
売店などに売り渡した、たばこに対してかかる税金
です。
●軽自動車税：軽自動車・オートバイなどを持って
いる人や会社が納める税金です。
●入湯税：温泉浴場入湯客が支払う税金です。

用語の解説

Ｑ一般会計の歳出で義務的経費とはなんですか？
Ａ「人件費」「扶助費」「公債費」を「義務的経費」とい
い、毎年必ず支出しなくてはなりません。

用語の解説

Ｑ歳出を性質で仕訳けるとどのようになりますか？
Ａ普通建設事業費、物件費、人件費、災害復旧事業
費、公債費、繰出金、扶助費、補助費など、積立金、維
持補修費、貸付金に分かれます。

用語の解説

Ｑ人件費にはどのようなものがあるのですか？
Ａ職員の給料や手当が含まれます。

用語の解説

Ｑ扶助費にはどのようなものがあるのですか？
Ａ生活保護費、児童手当の支給、障害者自立支援
サービス、児童扶養手当の支給が含まれます。

用語の解説

Ｑ公債費にはどのようなものがあるのですか？
Ａ村債の返済、利子の支払いが含まれます。

用語の解説

Ｑ物件費にはどのようなものがあるのですか？
Ａ村営バス運営経費、小中学校の運営管理経費など
が含まれます。

用語の解説

Ｑ投資的経費とは？
Ａ普通建設事業費や災害復旧事業費など支出の効
果が長期にわたる経費のことを指します。

用語の解説

5億８，２１２万７千円
５，766万9千円

2億0，９４０万０千円
5億1，262万2千円
１，186万2千円

２億１，４３０万９千円
5億3，123万6千円
5，334万0千円
１，347万9千円
673万4千円
283万6千円

21億9，561万4千円

６７万７千円
1万７千円

０円
１，519万5千円

0円
0円

1億0，494万6千円
2，199万6千円
107万9千円

0円
0円

1億4，391万0千円

5億８，２８０万４千円
５，768万6千円

2億0，９４０万0千円
5億2，781万7千円
１，186万2千円

２億１，４３０万９千円
6億３，618万2千円
7，533万6千円
１，455万8千円
673万4千円
283万6千円

23億3，952万4千円

会 計 名 歳 入 額 歳 出 額 差 引額
国 民 健 康 保 険 事 業
後 期 高 齢 者 医 療
国 保 診 療 所 事 業
介 護 保 険 事 業
介 護 サ ー ビ ス 事 業
簡 易 水 道 事 業
貯木場等維持管理事業
十 津 川 温 泉 事 業
湯 泉 地 温 泉 事 業
財 産 区 大 字 迫 西 川
財 産 区 大 字 山 手 谷

合　　　計

582,804①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

582,127
57,669

209,400
512,622

11,862
214,309

531,236
53,340

13,479
6,734

57,686
209,400

11,862
527,817

214,309
636,182

75,336
14,558
6,734

2,8362,836

歳入 歳出
平成23年度特別会計の決算見込状況 （単位：千円）
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村税
6億9,224万2千円
（9.9%）

繰越金
2億7,775万7千円
（4.0%）

諸収入
　　　1億7,225万1千円（2.5%）

繰入金
　　　2億8,453万8千円（4.1%）

使用料及び手数料
　9,148万5千円（1.2%）

地方譲与税
7,614万5千円（1.1%）

その他
7,348万3千円（1.0%）

地方交付税
30億2,470万円（43.1%）

村債
9億1,300万円
（13.0%）

県支出金
4億7,292万9千円（6.7%）

財産収入
　　　3,829万2千円（0.5%）

寄附金
1億2,735万9千円（1.8%）
分担金及び負担金
470万5千円（0.1%）

国庫支出金
7億7,347万7千円（11.0%）

歳入の内訳
（財源別）

70億
2,236万3千円

自主財源
16億8,862万9千円
自主財源

16億8,862万9千円

依存財源
53億3,373万4千円
依存財源

53億3,373万4千円

歳入

●
歳
入

　

歳
入
の
う
ち
、最
も
大
き
な
割
合
を
占

め
る
の
は
、「
地
方
交
付
税
」で
す
。そ
の
額

は
30
億
２
４
７
０
万
円
で
、歳
入
の
43
．

１
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
が
村
に
納
め
ら
れ
た「
村

税
」は
、６
億
９
２
２
４
万
２
千
円
で
、歳

入
の
９
．９
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、林
道
や
村
道
、統
合
中
学
校
の

整
備
な
ど
大
き
な
事
業
を
行
う
た
め
に

国
な
ど
か
ら
借
り
入
れ
た「
村
債
」は
、９

億
１
３
０
０
万
円
で
、歳
入
の
13
％
を
占

め
て
い
ま
す
。

●
歳
出（
目
的
別
）

　

平
成
23
年
度
に
行
っ
た
主
な
事
業
を

紹
介
し
ま
す
。

▼
総
務
費

　

村
営
バ
ス
車
両
購
入
２
，５
９
９
万
円

　

自
主
放
送
デ
ジ
タ
ル
化
事
業

１
，５
３
９
万
円

　

庁
舎
耐
震
診
断
委
託
料 

５
８
０
万
円

▼
民
生
費

　

災
害
救
助
費　
　
　

５
，６
７
０
万
円

　

社
会
福
祉
協
議
会
補
助２

，２
５
８
万
円

　

生
き
が
い
活
動
支
援
通
所
事
業
委
託
料

１
，８
０
５
万
円

▼
衛
生
費

　

共
同
飲
料
水
供
給
施
設
等
整
備
補
助

４
，１
７
０
万
円

　

環
境
学
習
推
進
リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業

１
，１
４
０
万
円

会計の決算見込状況

６億９，２２４万2千円
２億７，７７５万7千円
２億８，４５３万8千円
1億７，２２５万１千円
9，148万5千円
３，８２９万２千円

1億2,735万9千円
470万5千円

16億８,８６２万９千円

村 税
繰 越 金
繰 入 金
諸 収 入
使用料及び手数料
財 産 収 入
寄 附 金
分担金及び負担金

合　計

3,688万6千円
1,952万4千円
1,343万1千円
149万2千円
119万8千円
66万8千円
28万4千円

７,３４８万３千円

地方消費税交付金
自動車取得税交付金
地 方 特 例 交 付 金
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
交通安全対策特別交付金
株式等譲渡所得割交付金

合　計

平成23年度決算額区分
自主財源（２5.09%）

３０億２，４７０万０千円
７億７，３４７万７千円
９億１，３００万0千円
４億７，２９２万９千円
７，６１４万5千円
７，３４８万３千円

53億3,373万4千円

地 方 交 付 税
国 庫 支 出 金
村 債
県 支 出 金
地 方 譲 与 税
そ の 他

合　計

平成23年度決算額区分
依存財源（74.91%） ※その他の内訳

5億0，９９５万８千円
1億５，１５０万２千円
１，８６２万２千円
９２３万９千円
２９２万１千円

固 定 資 産 税
村 民 税
村 た ば こ 税
軽 自 動 車 税
入 湯 税

※村税の内訳

財政公表財政公表
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　「歳出」は、その使い道を《性質別》・《目的別》
の２つの方向から見ると分かりやすくなります。
　まず、《目的別》は、「村がどんな行政目的のた
めにどれくらいの支出をするのか」という視点
から分類する方法です。それに対して《性質
別》は、人件費などの義務的な支出なのか、公
共事業など将来のために投資するための支出
なのかなど、「経済的性質ごとに分類して表す
方法」のことをいいます。

歳出

▼
農
林
水
産
業
費

　

山
林
整
備
事
業　
　

９
，０
６
３
万
円

　

林
道
整
備
事
業
２
億
１
，０
９
９
万
円

　

農
山
漁
村
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援

　

交
付
金
事
業
補
助１

億
５
，９
５
０
万
円

▼
商
工
費

　

観
光
施
設
維
持
修
繕
事
業

１
，３
５
７
万
円

　

災
害
復
旧
利
子
補
給
金４

，９
８
２
万
円

▼
土
木
費

　

村
道
整
備
事
業
３
億
４
，６
７
６
万
円

　

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
費
負
担
金

１
，８
０
６
万
円

▼
消
防
費

　

消
防
事
務
委
託
料１

億
８
，６
１
４
万
円

　

消
防
・
救
急
車
両
購
入１

億
４
４
７
万
円

▼
教
育
費

　

中
学
校
建
設
事
業８

億
７
，９
０
６
万
円

　

小
学
校
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
整
備
事
業

５
８
０
万
円

　

西
川
第
二
小
学
校
施
設
整
備
事
業

３
２
０
万
円

▼
災
害
復
旧
費

　

農
林
水
産
施
設
災
害
復
旧
費

１
億
４
，９
３
８
万
円

　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
費

３
億
３
５
３
万
円

　

厚
生
労
働
施
設
災
害
復
旧
費

２
，２
８
０
万
円

平成23年度一般

12億７，９８８万0千円
9億０，９７６万4千円
８億９，０１４万9千円
４億６，４０５万3千円
６億２，７２６万8千円
5億３，２３７万0千円
4億１，２２９万3千円
5億0,１１２万9千円
2億8，１28万１千円
5億1，５７９万0千円
８，７６２万4千円

６５億0,１６０万1千円

１９．７%
１４．０%
１３．７%
７．１%
９．7%
８．２%
６．4%
７．７%
４．３%
７．９%
１．３%

100.0%

教 育 費
総 務 費
民 生 費
土 木 費
農林水産業費
公 債 費
消 防 費
衛 生 費
商 工 費
災 害 復 旧 費
議 会 費

合　計

平成23年度決算額区分 構成比

２０億３，３９７万2千円
11億７，１５４万６千円
８億３，２９７万６千円
5億３，２３７万０千円
４億０,１６４万４千円
３億５，２５８万５千円
2億９，０５７万９千円
５億５，４７９万４千円
９，１５９万４千円

２億３，７５０万１千円
２０４万0千円

６５億0,１６０万１千円

３１．２9%
１８．０２%
12.８１%
８．１９%
６．１８%
５．４２%
４．４７%
８．５３%
１．４１%
３．６５%
０．０３%
100.0%

普通建設事業費
物 件 費
人 件 費
公 債 費
繰 出 金
扶 助 費
補 助 費 等
災害復旧事業費
維 持 修 繕 費
積 立 金
貸 付 金

合　計

平成23年度決算額区分 構成比

消費的経費
49億7,250万8千円
消費的経費

49億7,250万8千円

その他
8億8,592万9千円

その他
8億8,592万9千円

投資的経費
6億4,316万4千円
投資的経費

6億4,316万4千円

歳出の内訳
（性質別）

65億
160万1千円

歳出の内訳
（目的別）

65億
160万1千円

普通建設事業費
20億3,397万
2千円

教育費
12億7,988万円

総務費
9億976万
4千円

民生費
8億9,014万9千円土木費

4億6,405万3千円
農林水産費

6億2,726万8千円

公債費
5億3,237万円

消防費
4億1,229万
3千円

衛生費
5億112万
9千円

商工費
2億8,128万1千円

災害復旧費
5億1,579万円

議会費
8,762万4千円

積立金
2億3,750万
1千円

物件費
11億7,154万6千円

人件費
8億3,297万6千円

公債費
5億3,237万円

繰出金
4億164万
4千円

補助費等
2億9,057万
9千円

災害復旧事業費
5億5,479万4千円

維持修繕費
9,159万4千円

扶助費
3億5,258万
5千円

貸付金
204万円
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２，７４８万８千円
４，４８３万３千円
７，４５６万７千円

1億１，６６１万３千円
2億９，６９７万７千円

８１０万７千円
２億８，５２７万７千円
１，７６０万１千円

２９億３，３０４万７千円
1億０，７７７万3千円

９２０万５千円
１，１３７万１千円

２０億４，０８１万9千円
１，９５０万９千円

10億５，７８０万４千円
７０億５，０９９万１千円

0円
0円
0円
0円
0円
０円
０円
0円
0円
0円
０円

５億９，２２５万０千円
６，４６７万３千円

2億１，２３８万０千円
5億６，９７３万２千円
２，３９９万２千円

５億６，９９０万０千円
3億６，２０８万４千円
３，３０２万2千円
４，１８６万０千円
５８１万２千円

２４億７，５７０万５千円

0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円

４７９万３千円
１，１８１万２千円

0円
0円

１，７５７万３千円
0円
0円
0円

３，４１７万８千円

6億６，２５３万９千円
７，４００万0千円
120万0千円
80万0千円
30万0千円

３，６００万0千円
２，000万0千円
１００万0千円

23億５，０００万0千円
60万0千円
５８９万４千円

1億２，９５３万９千円
１０億９，７０７万８千円
２億８，８９１万３千円
６，５５３万２千円
３８万６千円

8億８，０５３万５千円
2,000万0千円

１億0,２４８万４千円
３億７，０２０万0千円
61億０，700万０千円

区　　分 当初予算 補正予算

会　計　名 当初予算 補正予算

事　業　名基　金　名 平成23年度末現在高 平成23年度末借入残高

（歳入）

村債の状況基金の状況

特別会計

17億３，０２８万４千円
8億４，８８３万６千円
1億5,867万7千円
1,000万0千円
1,000万0千円

5億１，３３０万５千円
２，１６６万６千円

3億３，７１４万３千円
３億１，２９６万７千円
5億３，３９９万0千円
２１億５，４２１万６千円

４，４５８万６千円
1億３，４５１万７千円

300万0千円
6８億１，３１８万７千円

村 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
自動車取得税交付金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
村 　 　 債

合　　計

0円
528万4千円
４８３万０千円
２０万５千円
６９８万２千円

０円
７２９万０千円
９５８万７千円

０円
0円
0円
0円

3，417万8千円

４億９，１９３万５千円
１億３，９８３万０千円
１，７９２万２千円
９２７万４千円
357万8千円

８，０９６万４千円
9億７，３０３万1千円
8億0，0８１万１千円
５億９，４０５万9千円
４億７，０３８万０千円
2億８，８１８万5千円
５億７，６３５万８千円
２億３，７０４万７千円
５億３，２９３万２千円
９億５，９０４万４千円
5億８，４１８万９千円
1,000万0千円

61億０，700万0千円

区　　分 当初予算 補正予算
（歳出）

※村税の内訳

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
予 備 費
合　　計

村 民 税
固定資産税
村たばこ税
軽自動車税
入 湯 税

国民 健 康 保険 事 業
後 期 高 齢 者 医 療
国 保 診 療 所 事 業
介 護 保 険 事 業
介 護 サービス 事 業
簡 易 水 道 事 業
貯木場等維持管理事業
十 津 川 温 泉 事 業
湯 泉 地 温 泉 事 業
財 産区 大 字 迫 西 川

合　　計

一 般 公 共 事 業 債
公 営 住 宅 建 設 事 業 債
災 害 復 旧 事 業 債
学校教育施設等整備事業債
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債
一 般 単 独 事 業 債
臨 時 地 方 道 整 備 事 業 債
辺 地 対 策 事 業 債
過 疎 対 策 事 業 債
財 源 対 策 債
減 税 補 て ん 債
臨 時 税 収 補 て ん 債
臨 時 財 政 対 策 債
介護サービス施設整備事業債
簡 易 水 道 事 業 債

合　　計

財 政 調 整 基 金
減 債 基 金
地 域 福 祉 基 金
水 と 土 保 全 基 金
奨 学 基 金
災 害 対 策 基 金
漁 業 基 金
ふ る さ と 基 金
林 業 振 興 基 金
公 共 施 設 整 備 基 金
旧 貯 木 場 運 営 基 金
水力交付金施設維持基金
土 地 開 発 基 金
高 額 療 養 費 貸 付 基 金

合　　計

 

一般会計の予算の状況

特別会計の予算の状況

平成24年度の一般会計及び特別会計の予算補正状況は、次のとおりです。
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　十津川村台風１２号災害義援金及び寄附金に、
多くの皆様から心温まる貴重なご支援をいただ
きました。義援金は、被害に遭われた皆様が1
日も早く元の生活に戻られるよう生活再建の援
助金としてお届けするため、災害義援金配分委
員会で配分対象及び配分額を決定しました。
　３月末の寄附金受付額は、１億２，６２８万６，９７９
円、そのうち１億２，２７０万円を平成２３年度分で

村の災害基金へ積み立てました。寄附金は今
なお多く寄せられていて、現在、災害寄付金通
帳で管理している約968万円を含めて、次の
村会議9月定例会で補正予算により災害基金
へ積み立てる予定です。積み立てた寄附金は、
今後、村の復旧・復興に向けた事業の財源とし
て、有効に活用します。

■災害義援金配分委員
　○学識経験者：兵庫県立大学准教授
　○被災地関係者：区長会長、民生児童委員会長
　○行 政 関 係：副村長、会計管理者、福祉事務所長

■災害義援金配分委員会開催日
　○第１次配分：平成２３年１０月２８日
　○第２次配分：平成２３年１２月１５日
　○第３次配分：平成２４年 ３月２３日

■災害義援金の配分対象と配分額
　○人　的　被　害：２,７５５万０,０００円
　○家　屋　被　害：３,１６０万０,０００円
　○長期避難者など：２,０６０万３,５６０円
　○福祉施設など： ８８６万７,３６１円
　○災害寄附金に充当： ２８６万０,５０８円
　●合　　　　　計：９,１４８万１,42９円

多くの皆さまから心温まるご支援
十津川村台風１２号災害義援金及び寄附金を報告します

●災害義援金　１,７９４件　　　９,１４８万１,４２９円（３月３１日現在）
●災害寄附金　   ６８２件　１億２,９５２万２,７７１円（６月３０日現在）

航　空
学　生

自衛官
候補生

一般曹
候補生

募集種目 受付期間 試験期日 資　　格

【男女共通】
　８月１日（水）
～９月７日（金）

【男女共通】
　８月１日（水）
～９月７日（金）

【男子】試験日で
締切日が異なります
【女子】８月1日（水）
　　～９月7日（金）

■1次 9月22日
■2次10月13日～18日の間
　で指定する1日

■8月25日～ 9月24日の間
　で指定する１日
■9月23日～ 26日の間で指
　定する１日

■1次 9月17日
■2次 10月 4日～ 11日の
　間で指定する１日

平成25年4月1日現在、18歳以上21歳未満の方
（平成4年4月2日から平成7年4月1日までの間
に生まれた方）

平成25年4月1日現在、18歳以上27歳未満の方
（昭和61年4月2日から平成7年4月1日までの
間に生まれた方）

平成25年４月１日現在、18歳以上27歳未満の
方（昭和61年４月２日から平成７年４月１日まで
の間に生まれた方）

自衛官各種募集のご案内 （問）自衛隊奈良地方協力本部　五條地域事務所☎０７４７（２２）３７８９
ホームページアドレス http://www.mod.go.jp/pco/nara

▼村の復興計画　基本理念
□みんなで助け合って＝村を愛し、心を寄せ、助け合おう
□地域の誇りを持って＝誇りある村の再生を実現しよう
□希望を持てる未来＝災害をバネに村の活力を高めよう

リュックサックなどに入れ、避難しなければならないときに持ち出す「非常持ち出し品」チェック
□飲料水　□食品（カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど）　□貴重品（預金通帳、印鑑現金など）　□救急用品　□ヘルメット、防災ずきん　□軍手　□懐中電灯　　
□衣類（セーター、ジャンパー、下着類）　□毛布　□予備電池　□マッチ、ろうそく　□使い捨てカイロ　□ウェットティッシュ　□サランラップ　□筆記用具

日ごろからの備え
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小原診療所

月　日 診療場所

★土曜診療日★

★整形外科診療★

■■■■■

■■ 遺
言
と
成
年
後
見
制
度
の

説
明
会
と
相
談
会
の
お
知
ら
せ

■
９
月
17
日（
月
）13
時
〜
16
時
30
分

所
奈
良
商
工
会
議
所
４
階
中
ホ
ー
ル

　
（
奈
良
市
登
大
路
町
36-

２
）

■
受
講
料
無
料
・
定
員
90
人

問
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　

奈
良
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
７
４
２（
22
）６
６
７
７

五
條
消
防
署
十
津
川
分
署
だ
よ
り

『
救
急
訓
練
を
実
施
！
』

　
７
月
９
日
、十
津
川
中
学
校
で
２
年
生

を
対
象
に
救
急
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　

初
め
て
の
救
急
訓
練
に
戸
惑
う
生
徒
も

い
ま
し
た
が
、熱
心

に
胸
骨
圧
迫（
心

臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
）を

中
心
と
す
る
心
肺

蘇
生
法
や
Ａ
Ｅ
Ｄ

（
自
動
体
外
式
除
細

動
器
）の
取
り
扱
い

を
学
び
ま
し
た
。

十津川警察庁舎
五條消防署十津川分署

水道

63-0110
64-1190

62-0908

ほか

受付は8：30～11：15です。

8
9
9

月
月
月

日
日
日

18
1
15

　第3週　
　第1週　
　第3週　

8
9
9
9

月
月
月
月

日
日
日
日

16
6
6
20

小原診療所
小原診療所
上野地診療所
小原診療所

午前
午前
午後
午前

お問い合わせ先

■試験日時／試験科目
▶1次試験　９月16日(日)午前9時～／一般教養･作文　
▶2次試験　10月21日(日)／面接試験
■試験場所：十津川村役場
■受付期間：８月7日(火)～８月22日(水)必着
■採用日：平成25年４月１日
■お問い合わせ・受付・受験書類：総務課人事給与係 ☎0746(62)0001

■職種／採用予定人数／受験資格
▶一般事務職／4人程度／昭和57年４月２日から平成７年４月１日までに生まれ
た人で、高校卒業程度の学力を有する人

▶建築又は土木技術職／１人程度／昭和47年４月２日以降に生まれた人で、大学
・短大・高校の建築または土木系の学科を卒業した人、または平成25年３月卒業
見込みの人、もしくは２級建築士、２級建築施工管理技士、１級土木施工管理技
士以上の資格を有する人

※全職共通：普通運転免許を取得している人、または平成25年3月末までに取得見
込の人

十津川村職員採用試験
平成25年度採用予定者の十津川村職員採用試験を下記のとおり行います。

■試験日時／試験会場／試験内容
▶１次試験  ９月16日（日）/五條市立五條中学校/教養試験・小論文・体力検査
▶２次試験 10月21日（日）/五條市立中央公民館/個人面接
■受験申込受付期間　８月８日（水）～８月2２日（水）
■お問い合わせ・受付・受験書類
　〒637-8501　五條市本町1丁目1番1号
　五條市秘書課人事係内 ☎0747-22-4001

受験申込書は、五條消防署十津川分署と十津川村役場総務課にもあります。

■職種／採用予定人数／受験資格
▶消防士／４人／昭和60年4月2日以降に生まれた人で、大学、短大、高校を卒業
した人、または平成25年３月卒業見込みの人、ならびに高校卒業程度の学力を
有する人。（その他受験資格に必要な条件があります）

▶救急救命士／２人／同上の資格に加えて、救急救命士免許証を取得している人、
または平成25年3月31日までに救急救命士国家試験受験資格を有する人。

五條市消防職員採用試験
平成25年度採用予定者の採用試験を下記のとおり行います。

▼村の復興計画　基本理念
□みんなで助け合って＝村を愛し、心を寄せ、助け合おう
□地域の誇りを持って＝誇りある村の再生を実現しよう
□希望を持てる未来＝災害をバネに村の活力を高めよう
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水
の
事
故
か
ら
命
を
守
る
！

　
夏
は
、水
辺
で
遊
ぶ
機
会
が
多
く
な
り
、水
難
事
故
の

危
険
が
高
ま
り
ま
す
。
水
難
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
十

分
注
意
し
て
、大
切
な
命
を
守
り
ま
し
ょ
う
！

●
泳
ぐ
前
に
気
を
つ
け
る
こ
と

○
体
調
の
悪
い
と
き
は
泳
が
な
い
。

○
天
候
が
悪
化
し
た
と
き
は
泳
が

な
い
。

○
水
泳
を
す
る
時
は
、準
備
体
操
を
し
っ
か
り
行
い
、

定
期
的
に
休
憩
を
と
る
。

○
危
険
と
思
わ
れ
る
場
所
や
、遊
泳
禁
止
区
域
に
は

近
づ
か
な
い
。

○
子
ど
も
だ
け
で
水
辺
で
遊
ば
せ
な
い
。

●
溺
れ
て
い
る
人
を
見
つ
け
た
ら

○
す
ぐ
に
消
防
署
に
通
報
し
、周
囲
の
人
と
協
力
し
て

救
助
す
る
。

○
浮
き
輪
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
投
げ
込
む
、ロ
ー
プ
や

棒
な
ど
を
使
っ
て
溺
れ
て
い
る
人
を
岸
に
引
き
寄
せ

る
場
合
は
十
分
に
安
全
を
確
保
し
た
上
で
行
う
。

※

泳
が
な
い
で
助
け
る
の
が
最
も
よ
い
方
法
で
す
。

幻
の
五
新
鉄
道
サ
イ
ク
リ
ン
グ

　

自
転
車
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
方
な
ら
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
。

時
８
月
19
日（
日
）９
時
30
分
ス
タ
ー
ト

所
五
條
健
民
運
動
場（
五
條
市
霊
安
寺
町
内
）

■
参
加
費
５
０
０
円

問
社
団
法
人
五
條
青
年
会
議
所

　

☎
０
７
４
７（
23
）０
３
０
４

　この2年間で十津川は本当に私にとって第
二のふるさとになりました。忘れられないこと
がいっぱいです。子どもたちと鬼ごっこをやっ
たことや、玉置神社でもちまきのかたいもちか
ら逃げたこと。人生最高のマッシュルームを
食べたこと（しいたけおいしいね）。ある夜不
安な気持ちで窓越しに折立橋が落ちたのを見
たことも。大変なときも、楽しいときも、十津
川のみなさんと一緒に経験させていただいて、
感謝しています。この2年間大変にお世話に
なりました。
　これからもがんばろうら、十津川！

　村内の保育所や小・中学校で外国語指導助手（ＡＬＴ）
として、英語やアメリカの文化を教えていただいたキャ
サリン・ハートリーさんが、２年間の任期を終え、帰国さ
れました。
　『キャット』の愛称で、子どもたちはもちろん、村民のみ
なさんから親しまれたキャサリンさん。
　この２年間を振り返り、十津川村で過ごした思い出を
語ってもらいました。

In the past two years, Totsukawa has truly 
become a second home to me.  I have had so 
many unforgettable experiences--from play-
ing tag with my students, to dodging hard 
mochi at Tamaki Shrine.  Here I ate the best 
mushroom of my life (shitake, of course!), and 
looked out my window in disbelief the night 
that Oritachi Bridge collapsed.  Both good 
and bad, I feel lucky to have shared these 
things with you all.  Thank you so much for 
everything.  Keep up the good fight, Totsu-
kawa!

ありがとうキャット先生

お
ぼ

■■■ 水
の
事
故
か
ら
命
を
守
る
！

　
夏
は
、水
辺
で
遊
ぶ
機
会
が
多
く
な
り
、水
難
事
故
の

危
険
が
高
ま
り
ま
す
。
水
難
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
十

分
注
意
し
て
、大
切
な
命
を
守
り
ま
し
ょ
う
！

●
泳
ぐ
前
に
気
を
つ
け
る
こ
と

○
体
調
の
悪
い
と
き
は
泳
が
な
い
。

○
天
候
が
悪
化
し
た
と
き
は
泳
が

な
い
。

○
水
泳
を
す
る
時
は
、準
備
体
操
を
し
っ
か
り
行
い
、

定
期
的
に
休
憩
を
と
る
。

○
危
険
と
思
わ
れ
る
場
所
や
、遊
泳
禁
止
区
域
に
は

近
づ
か
な
い
。

○
子
ど
も
だ
け
で
水
辺
で
遊
ば
せ
な
い
。

●
溺
れ
て
い
る
人
を
見
つ
け
た
ら

○
す
ぐ
に
消
防
署
に
通
報
し
、周
囲
の
人
と
協
力
し
て

救
助
す
る
。

○
浮
き
輪
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
投
げ
込
む
、ロ
ー
プ
や

棒
な
ど
を
使
っ
て
溺
れ
て
い
る
人
を
岸
に
引
き
寄
せ

る
場
合
は
、十
分
に
安
全
を
確
保
し
た
上
で
行
う
。

※

泳
が
な
い
で
助
け
る
の
が
最
も
よ
い
方
法
で
す
。

幻
の
五
新
鉄
道
サ
イ
ク
リ
ン
グ

　

自
転
車
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
方
な
ら
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
。

時
８
月
19
日（
日
）９
時
30
分
ス
タ
ー
ト

所
五
條
健
民
運
動
場（
五
條
市
霊
安
寺
町
内
）

■
参
加
費
５
０
０
円

問
社
団
法
人
五
條
青
年
会
議
所

　

☎
０
７
４
７（
23
）０
３
０
４
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　7月5日、ピアニスト天平「紀伊半島秘境コンサート」
が、十津川中学校の体育館で行われ、十津川中学校の
生徒や村民のみなさん約180人が鑑賞しました。
　天平さんが「自らの精神世界のふるさと」という紀伊
半島。そこに暮らす人々と音楽を共有したい、素晴ら
しさを伝えたいという想いで2007年にスタートした天
平さんのボランティアコンサート。今年で３回目を迎
え、村での演奏は２年前に続き２回目となりました。
　コンサート終了後、自慢の体力で十津川中学校の生
徒と力くらべをするなど、音楽以外でも生徒たちと交流
が深められました。

　7月15日、体育文化センター（大
字湯之原）で子ども会大会が開か
れ、幼児から小学生まで約130人が

参加しました。子どもたちは赤青黄白の4チー
ムに分かれてチーム対抗で徒競走や綱引き、リ
レーなど熱戦を繰り広げました。
　子ども会大会の閉会後、引き続き同会場でジュ
ニアリーダー研修会が開かれ、小学４～６年生
57人が研修に参加しました。
　地域のリーダーを育てようと毎年この時期に
行われている研修会。子どもたちは、クラフトナ

『集え十津川っ子！ 暑さを吹き飛ばす
　　　　子どもたちのエネルギー』

子ども会大会とジュニアリーダー研修会

『ひと味違う
　ダイナミックな演奏』

ピアニスト天平「紀伊半島秘境コンサート」

７
５

7
15～16

イフを使った竹細工（水鉄砲作り）や自炊活動など、1泊
2日の研修で集団活動に取り組みました。
　また、青年リーダーと十津川高校のボランティアクラ
ブの生徒５人が、子どもたちと1泊2日を共にし、交流
を深めました。
　「わたしも小学生のときに、ジュニアリーダーに参加し
たよ」と子どもたちに話す高校生もいました。
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6
25・26

　7月20日、第24回奈良県消防操法大会の出場に向
けた南吉野支部（野迫川村・十津川村）の結団式が、十
津川村住民ホールで行われました。
　出場メンバーの大谷春夫さんは「消防操法技術の向
上と消防の使命達成に全力を尽くします」と力強く宣誓

しました。
　南吉野支部代表で十津川村
が操法大会に出場するのは４
年に１度。９月５日の大会に
向けて訓練が行われています。

「第２４回奈良県消防操法大会出場
　　　　　　　　　　    南吉野支部結団式」

『第８回源泉かけ流し
          全国温泉サミットin高湯』

　７月23日、差別を無くし社会を明るくする強調月間に合わせて、十
津川村住民ホールで村民集会が開かれ、約70人が参加しました。
　講演会では、フリーライターの山本健治さんが「人権は人を思いや
る心から始まる」と題して講演され、「人権の基本はお互いを認めるこ

と。大切なことは『心合わせ』『心みが
き』」と実体験を交えて語られました。
　また、講演会に引き続き行われた人
権映画会では「エクレール・お菓子放
浪記」が上映され、参加者は、映画をと
おして改めて人権に対する意識を深め
ました。

村民集会で「講演会と映画会」を開催
『人権の基本はお互いを認めることです』

『村の精鋭、消防操法大会出場メンバーが決定』

　６月25日・26日、福島県高湯温泉で第８回源
泉かけ流し全国サミットが開催されました。「源泉
かけ流し宣言」をしている全国10か所の温泉協
会から約150人が集まり、村から日本源泉かけ流
し温泉協会会長の田花敏郎（観光協会会長）さん
と観光協会の会員の方が出席しました。
　サミットでは、日本源泉かけ流し温泉協会の施
設を紹介したカタログ本の作成や販売などが話し
合われ、「温泉教授」で札幌国際大学観光学部教
授の松田忠徳さんが「地方が生き抜くには、本物
や健康志向しかない」と、改めてかけ流し温泉の
魅力を語られました。

7
23

奥両端：大谷顕平（教官）、櫻井拓也（教官）
奥：神谷明成（第2分団）、上垣智一（本部分団）、
手前：山口侑士（第5分団）、松田規孝（第1分団）、大谷春夫（第9分団）

７
20

【敬称略】
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こくみんねんきん

・
一
部
免
除
さ
れ
た
期
間
の
う
ち
、

未
納
と
な
っ
て
い
る
期
間
も
後
納
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

・
こ
の
場
合
の
後
納
す
る
保
険
料
は
、

一
般
の
未
納
期
間
と
同
じ
１
か
月
分

の
保
険
料
が
必
要
で
す
。

▼
免
除
期
間
が
あ
る
方
は

・
全
額
免
除
や
一
部
免
除
（
一
部
納

付
済
）、
若
年
者
納
付
猶
予
及
び
学
生

納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、

後
納
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

・
納
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
10
年

以
内
の
免
除
期
間
を
納
付
で
き
る「
追

納
制
度
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
の
際
の
注
意
事
項

▼
納
付
の
際
に
加
算
額
が
つ
き
ま
す

３
年
以
上
前
の
後
納
保
険
料
に
は
、

当
時
の
保
険
料
額
に
加
算
額
が
つ
き

ま
す
。

（
例
：
平
成
24
年
に
納
付
し
た
場
合
）

【
平
成
21
年
度
分
以
前
〜
】
当
時
の
金
額

プ
ラ
ス
加
算
額

【
平
成
22
年
度
〜
】
当
時
の
金
額
の
ま
ま

▼
納
め
る
際
は
順
番
が
あ
り
ま
す

・
後
納
を
利
用
す
る
際
は
後
納
が
可

能
な
期
間
の
う
ち
、
最
も
古
い
分
か

ら
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
３
年
以
内
に
申
し
込
み
か
ら
納
付
ま
で

・
後
納
を
利
用
で
き
る
期
間
は
10
月

か
ら
平
成
27
年
９
月
ま
で
で
す
。

▼
申
し
込
み
後
に
審
査
を
行
い
ま
す

・
後
納
保
険
料
の
納
付
が
可
能
な
期

間
の
審
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

・
審
査
に
は
時
間
が
か
か
る
た
め
、

期
限
に
余
裕
を
も
っ
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

▼
一
部
免
除
の
未
納
期
間

●
利
用
で
き
る
方

①
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方

　

10
年
以
内
に
納
め
忘
れ
の
期
間
（
納

付
・
免
除
以
外
）
や
未
加
入
期
間
が

あ
る
方

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方

　

①
の
期
間
の
ほ
か
任
意
加
入
中
に
納

め
忘
れ
の
期
間
が
あ
る
方

③
65
歳
以
上
の
方

　

年
金
受
給
資
格
が
な
く
任
意
加
入
中

の
方
な
ど

※

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

は
お
申
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
し
込
み
か
ら
納
付
ま
で

①
年
金
事
務
所
に
申
し
込
み
。

②
年
金
事
務
所
か
ら
申
込
書
送
付
。

③
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
年

金
事
務
所
に
提
出
。

④
年
金
事
務
所
で
申
込
書
の
審
査
・
承
認
。

⑤
年
金
事
務
所
か
ら
承
認
通
知
書
、
納

付
書
を
送
付
。

⑥
納
付
書
に
よ
り
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ

ニ
な
ど
で
納
付
。

　

過
去
10
年
以
内
に
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
の
期
間
が
あ
る
方
は
、お
申
し
込
み
で
、10
月
か
ら
平

成
27
年
９
月
ま
で
の
３
年
間
に
限
り
、国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
が
、過
去
２
年
か

ら
10
年
に
延
長（「
後
納
制
度
」と
い
い
ま
す
）さ
れ
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」

　
　

☎
０
５
７
０（
05
）１
１
６
５

　

大
和
高
田
年
金
事
務
所

　
　

☎
０
７
４
５（
22
）３
５
３
１

　

住
民
課

　
　

☎
０
７
４
６（
62
）０
９
０
０

10
月
か
ら
後
納
制
度
が
始
ま
り
ま
す

H14年度
H15年度
H16年度
H17年度
H18年度
H19年度
H20年度
H21年度
H22年度

①後納保険料額
14,940円
14,720円
14,510円
14,560円
14,610円
14,640円
14,760円
14,840円
15,100円

②当時の保険料額
13,300円
13,300円
13,300円
13,580円
13,860円
14,100円
14,410円
14,660円
15,100円

③加算額
1,640円
1,420円
1,210円
980円
750円
540円
350円
180円
加算なし

納付できる期限
10年目は毎月期限があります。

平成25年3月31日

H14.10月分→H24.10.31
H14.11月分→H24.11.30
H14.12月分→H24.12.31
H15.  1月分→H25.  1.31
H15.  2月分→H25.  2.28
H15.  3月分→H25.  3.31

※過去3年度以前の期間は加算金がつきます（平成22年度分は平成25年3月31日まで加算がありません）。
　①後納保険料額＝②当時の保険料額＋③加算額です。
※後納保険料額は政令で定められ、毎年（平成24年度から平成27年度までの間に限る）改定されます。
※後納納付された場合は、納付された日に納付対象月の保険料が納付されたものとみなされます。

平成24年度中の後納保険料額と納付できる期限
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健診の実施のご案内
　７月に実施した集団健診を受診し忘れた人などを対象に健診を行います。

　あなたの病気を未然に防ぐため、また、万が一の病気を早期に発見し、早期治療するために

も、この機会にぜひ健診を受けましょう！

実 施 日　　９月２日（日）

受付時間　　午後１：００～２：００

健診会場　　十津川村住民ホール
対 象 者　　国民健康保険・後期高齢者医療の方で

　　　　　　　　● 健診を申し込みし忘れた方
　　　　　　　　● 集団健診を申し込んだが受診し忘れた方や都合に
　　　　　　　　　 より受診できなかった方

定　　員　　５０人

自己負担　　５００円
検査内容　　問診・計測・診察・尿検査・血液検査・心電図検査・腹部エコー検査
申込方法　　直接お電話でお申し込みください。
　　　　　　　　申し込み先　　十津川村福祉事務所（0746－６２－０９０１）
　　　　　　　　受 付 時 間　　平日　午前８：３０～午後5：１５
　　　　　　　　　　※申し込みをされた方には、後日受診券などをお送りします。

申込期限　　８月２２日（水）
　　　　　　　　※定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。

今月は、国保税第3期の納期です。納期限は、8月３１日ですので、忘れずに納めましょう！

▶お問い合わせ　福祉事務所 ☎0746（62）0901

（注）今年の集団健診を受診した方や個別健診（中川医院又は県内の健診実施機関）を
　　 申し込まれている方は受診できません。
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温
泉
感
謝
祭
で
ぷ
り
ん
の

無
料
提
供
を
行
い
ま
し
た

　
　
　
　
　

第
７
回
と
つ
ワ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト

　
　
　

 

を
開
催
し
ま
し
た
！

奈
良
教
育
大
学
で
講
演

温
泉
プ
リ
ン
成
果
発
表
会

▼村の復興計画　基本理念
□みんなで助け合って＝村を愛し、心を寄せ、助け合おう
□地域の誇りを持って＝誇りある村の再生を実現しよう
□希望を持てる未来＝災害をバネに村の活力を高めよう

の
成
果
発
表
会
を
行
い
ま
し
た
。
試
験
提
供

に
協
力
い
た
だ
い
た
旅
館
の
方
や
製
造
販
売

に
興
味
の
あ
る
方
に
お
越
し
頂
き
、こ
れ
ま

で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
反
応
や
今
後
の
製
造

販
売
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た
。
現
在
完
成

し
て
い
る
の
は
谷
瀬
の
さ
つ
ま
い
も
を
使
っ

て
温
泉
で
蒸
し
焼
き
に
し
た
プ
リ
ン
で
す
。

プ
リ
ン
に
限
ら
ず
、十
津
川
で
と
れ
る
作
物

で
お
菓
子
を
つ
く
り
、お
土
産
に
し
て
い
く

取
り
組
み
に
み
な
さ
ん
も
参
加
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

　

協
議
会
の
北
村
が
、古
道
整
備
の
道
普

請
で
交
流
の
あ
る
奈
良
教
育
大
学
で
講
演

を
行
い
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は「
世
界
遺
産
：

紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
の
現
状
と
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
」。
道
普
請
ツ
ア
ー
を
企
画
し

た
意
図
や
小
辺
路
の
状
況
、今
後
の
展
望

な
ど
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。

ー
ケ
ッ
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。
今
回
の
新

商
品
は
武
蔵
の
ハ
ウ
ス
で
育
て
た
ス
ペ
ア
ミ

ン
ト
を
使
っ
た「
ミ
ン
ト
の
カ
ス
テ
ラ
」で

す
。
チ
ョ
コ
チ
ッ
プ
の
甘
さ
と
ス
ペ
ア
ミ
ン

ト
の
爽
快
感
が
よ
く
合
い
ま
す
。
当
日
は
、

多
く
の
方
が
来
て
く
だ
さ
り
早
々
に
完
売

し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
開
催
場
所
や
新

商
品
の
開
発
な
ど
工
夫
し
て
い
き
た
い
で

す
。

　

７
月
18
日
に
役
場
で
十
津
川
温
泉
ぷ
り
ん

ら
、も
う
１
種
類
も
食
べ
た
く
て
ま
た
来
ま

し
た
」と
、ぷ
り
ん
の
た
め
に
２
週
連
続
で

滝
の
湯
へ
来
て
く
れ
た
方
も
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
こ
と
が
さ
ら
に
十
津
川
温
泉
ぷ

り
ん
の
ピ
ー
ア
ー
ル
に
繋
が
る
と
い
い
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

７
月
８
日
、休
診
の
日
を
利
用
し
て
初
め

て
小
原
診
療
所
の
駐
車
場
で
と
つ
ワ
ン
マ

　

村
内
の
公
衆
浴
場
な
ど
で
、６
月
20
日
か

ら
７
月
１
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
温
泉
感
謝

祭
。
こ
の
期
間
中
に
、協
議
会
が
作
っ
た
十

津
川
温
泉
ぷ
り
ん
を
食
べ
て
も
ら
お
う
と
、

６
月
23
日
と
30
日
に
滝
の
湯
で
温
泉
ぷ
り

ん
の
無
料
提
供
を
行
い
ま
し
た
。

　

ぷ
り
ん
は
、さ
つ
ま
い
も
味
と
豆
乳
味
の

合
計
１
０
０
個
用
意
。
あ
っ
さ
り
味
の
豆

乳
ぷ
り
ん
は
、柚
子
の
絞
り
汁
が
入
っ
た
少

し
酸
っ
ぱ
い
カ
ラ
メ
ル
が
ア
ク
セ
ン
ト
の
ぷ

り
ん
で
す
。
試
食
さ
れ
た
方
か
ら「
さ
つ
ま

い
も
が
濃
厚
で
お
い
し
か
っ
た
」「
豆
乳
ぷ

り
ん
が
あ
っ
さ
り
し
て
い
て
良
い
」と
い
う

感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
先
週
食
べ
て
お
い
し
か
っ
た
か

地域雇用創造協議会事務局

村
を
元
気
に
す
る
た
め
に

〜
地
域
雇
用
創
造
協
議
会
〜

村
を
元
気
に
す
る
た
め
に

（
第
20
回
）

（
第
20
回
）

〜
地
域
雇
用
創
造
協
議
会
〜

十津川村小原225-1
十津川村役場観光振興課内
電話：0746-62-0004
   （内線：235・236・237）

【発信】
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村の昔ながらの味を伝える食文化情報コーナー（季節により不定期で掲載）

おくやみおくやみ

（敬称略）善意銀行善意銀行

中野　和夫 71 22歳 7月 日（七　色）

おめでたおめでた

灰田　優理 7月14日
父：環　　　母：由加里　（高　津）

（ゆうり） 　

柳瀬　海月 7月21日
父：進一郎　母：あや　　（小　井）

（みつき） 　

勝間田　勝（上野地） 藪根　彩花（上野地）

ご 結 婚ご 結 婚

東　叶翔ちゃん（猿飼）
（８月１６日生まれ・満２歳）

いっぱい食べて
　　大きくなろうね♪

父…伸彦　母…千佳子

かなと

松嶋　泉樹ちゃん（新宮市）
（８月１２日生まれ・満２歳）

十津川のじいちゃん、ばあちゃん、
　　　　　いつもありがとう♪

祖父…則本潔　祖母…房子
（玉垣内）

いずき

沼平　亮太ちゃん（折立）
（８月１４日生まれ・満３歳）

バイクが　　　
　　大好きです♪

父…善史　母…郁美

りょうた

川上　陽菜ちゃん（小原）
（８月２５日生まれ・満３歳）

大きくなったね☆
　これからも元気に育ってね♪

父…嘉明　母…直美

ひ　な

大谷　穣ちゃん（出谷）
（8月3日生まれ・満３歳）

ヤンチャな穣が
　　　　大好きです♪

父…英一　母…純子

じょう

前田　健瑠ちゃん（上野地）
（７月３１日生まれ・満２歳）

にぃにと仲良く
元気いっぱい遊ぼう♪

父…健一　母…亜吹香

たける

まだまだ若い者には負けやぁせん！
小野　奈津子さん （90歳） 大字平谷

な つ こ

　今まで大きな病気にかかったことがありません。
毎日畑仕事をして、収穫した野菜をいただくことが
楽しみのひとつです。ご近所に、野菜を配ったりも
らったりもしています。一番の楽しみは、毎晩温泉
に行き、みんなと楽しく会話することです。

香芝市日赤奉仕団
金光教十津川教会

男

女

玉置　敦心 7月10日
父：雄一郎　母：佐也加　（折　立）

（たいし） 　 男

きゅうりの漬物
　きゅうりを、さっと湯通しする。湯通
ししたきゅうりを塩もみして10日ほど
漬ける。この間、３回ほど塩もみを繰り
返す。10日後、出てきた水分をほかし、
本漬けに移る。漬け樽の底に塩を敷き、
きゅうりを並べていく。１段ごとに塩と
唐辛子をまぶしていく。最後に重しを乗
せて、虫が湧かないように密閉して冷暗

所などで冬まで寝かせる。
　冬、漬けたきゅうりを水でさらして辛みをと
り、いよいよ最後の仕上げ。きゅうり50本を
漬けた場合、しょうゆ６カップ、みりん1.5
カップ、さとう６カップ・昆布を鍋に入れて弱
火でとろとろ炊く。どろどろになったところ
で火を消して冷ます。そこにきゅうりを入れ
てひと晩寝かす。最
後にひと手間。翌日
にさっと沸かして、火
を消したあと、酢１
カップ入れて完成。好
みで生姜とごまを入れ
てもＯＫ。

村の食卓へ

▼村の復興計画　基本理念
□みんなで助け合って＝村を愛し、心を寄せ、助け合おう
□地域の誇りを持って＝誇りある村の再生を実現しよう
□希望を持てる未来＝災害をバネに村の活力を高めよう
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　8月4日は「橋の日」。上野地で行われた、
つり橋まつりに出かけました。昨年から河原
広場にメイン会場を移したステージでは、
OMC十津川太鼓倶楽部「鼓魂」や青年団で
結成された「TTK168」、中野村区婦人会な
どの演奏や踊りなどが披露されました。写
真を撮っていて、いつも日が暮れてくるにつ
れ、カメラの設定に悩みながらシャッターを
切る私。辺りが真っ暗になった午後９時、夏
の夜を飾る花火が打ち上
げられる頃にはパニック
に。ああじゃない。こうじゃ
ない。と考えながら撮れ
た写真が右の1枚。数の
多い打上花火に助けられ
た1枚です。           （R・M）

　連日続いた猛暑と２週間テレビに釘
づけとなり胸熱くなったロンドン五輪に
夏本番を感じました。節季は立秋となり
残暑に入りましたが、村の夏の風物詩は
何か、ふと考えてみると、道普請と各地
域で行われる盆踊りが浮かんできまし
た。早朝から響く下刈り機の音とともに
地域総出で草刈やお墓までの道の清
掃、ヒルに注意の水口清掃、若い衆が鎌
を振るう横で地下足袋を履き鎌を巧み
に使うは年配の姿。本番を迎える盆踊り
でも、まったく覚えることが出来ない歌
や踊りを、いとも簡単に体が自然と動く
ように舞うのは、やはり年配の姿。まだま
だ人生の先輩相手では勝機が見いだせ
ない若蔵のつぶやきでした。     （Ｙ・Ｔ）

●世帯数　1,952世帯（±0世帯）

●人　口　3,929人（＋7人）

【平成24年8月１日現在  （　）は前月比】

男性  1,969人（＋1人）／女性  1,960人（＋６人）

8月20日は水害慰霊祭の日です。犠牲となられた方々に哀悼の意を。将来に災害の教訓を。

村を見つめ直すきっかけに、人と自然とを考えるきっかけに、私のむらの絶景を募集します。詳しくは総務課の広報担当まで。

日没を迎えた山々。見上げた先の夕焼け雲が神秘的なお月
様を映し出した瞬間。高津の集落から神納川方面の山並み
を写した一枚。   （撮影・提供：大字高津　北谷八代枝さん）

の

絶
景

私
の

集
落

む
　　　　ら

めざせ100枚の

3枚目

第３２回十津川村文化祭
参加者募集

▲村自慢の優良特産品に関するお問い合わせは、観光振興課☎０７４６（６２）０００４まで！

写真提供
KEY ARCHITECTS
写真提供
KEY ARCHITECTS

十津川の木にこだわり建築さ
れた木灯館を毎月さまざまな
角度からご紹介します。
場所：橿原市曲川町7丁目20-1
☎0744（46）9841

今月の木灯館
十津川の木にこだわり建築さ
れた木灯館を毎月さまざまな
角度からご紹介します。
場所：橿原市曲川町7丁目20-1
☎0744（46）9841

今月の木灯館

展示やバザー、舞台発表で村の文化祭に参
加しませんか？
個人や団体のご応募お待ちしています。
【８月３１日（金）応募締切】
時▶展　　　示 １１月１日（木）～３日（土）
　▶舞台・バザー １１月３日（土）
所十津川村体育文化センター（大字湯之原）
問十津川村教育委員会事務局

８月は村内の盆踊りにでかけよう！

ことぼしことぼし

☎０７４６（６２）００６７

谷 瀬 公 民 館
十津川第一小学校
旧 折 立 中 学 校
旧 武 蔵 小 学 校
平谷バスセンター
西川第一小学校
湯 之 原 公 民 館
西川第二小学校

谷 瀬
小 原
折 立
武 蔵
平 谷
西 川
湯之原
出 谷

8/13

8/14

8/15

20:00～23:30
20:00～24:00
19:30～24:00
20:00～24:00
19:30～22:00
19:30～24:00
19:00～24:00
18:00～22:00

小原・武蔵・西川の3か所の踊りは「十津川の大踊り」として国の重要無形
民俗文化財に指定されています。

各大字日付 会　　　場
十津川村盆踊りスケジュール

開催時間
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